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集団扱自動車保険
コープさっぽろがおすすめする

集団扱&一時払で
一般契約に比べて 5％お得保険料が約

〒063-8501 札幌市西区発寒11条5丁目10-1

月～金／10：00～18：00（土曜、日曜、年末・年始休み）

TEL（011）671-5585
FAX（011）671-5586

〒063-8501 札幌市西区発寒11条5丁目10-1 

担当課：北海道支店 直轄営業課
〒０６０-０００３ 札幌市中央区北3条西２丁目１　TEL（011）221-9158

担当課：札幌支店 金融公務課
〒０６０-８５３１ 札幌市中央区大通西３丁目7番 北洋大通センター１７階　TEL（011）271-7285

担当課：札幌支店 札幌支社
〒０６０-８５53 札幌市北区北７条西５丁目５-３　TEL（050）3461-7238

コープ協同保険株式会社
■共同募集代理店

生活協同組合コープさっぽろ 保険事業部

0120-37-2523

■お問合せ先・取扱代理店

■引受保険会社

コープさっぽろの集団扱の適用範囲は保険契約者がコープさっぽろの組合員（組合員および同一世帯に属する方）で、記名被保険者（ご契約者のお車を主
に使用される方）および車両所有者が、①コープさっぽろの組合員本人②コープさっぽろの組合員の配偶者③コープさっぽろの組合員またはその配偶者の
同居の親族、およびコープさっぽろの組合員またはその配偶者の別居中の扶養親族に限ります。上記以外の方のご契約はお引き受けができません。また、
脱退等により集団扱の適用条件を満たさなくなった場合、払込方法、保険料が変更となります。

カスタマーセンター、アシストセンターは代理店と業務の分担を行っており、保険のご案内、手続きについては各保険会社のカスタ
マーセンター、アシストセンターで行っています。

保険契約書・被保険者の範囲（集団扱の適用範囲）

共 同 募 集

ご契約は生活協同組合コープさっぽろとコープ協同保険株式会社で分担してお引き受けいたします。それぞれでご照会業務などさ
せていただき、お客さま情報は共有させていただきます。代理店分担

ご契約にあたっては、必ず各引受保険会社の「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「パンフレット」および「ご契約のしおり（約款）」等をご
用意しておりますので取扱代理店にお問い合わせください。※この商品は保険会社を元受とする損害保険であり、生協がお引受する共済ではありません。
なお、ご契約手続きの際、皆様にお送りいたします「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」にはご契約に際して重要なことが記載されていますので、
必ずお読みください。特に「注意喚起情報」には、補償されないケース（保険金をお支払いできない場合）など、組合員さんにとって不利益となる情報も記
載されていますので必ずご確認ください。

このチラシは保険会社の以下の自動車保険商品（集団扱）について概要を説明したものです。ご契約にあたっては
「重要事項説明書」を必ずお読みください。詳しくは取扱代理店または各保険会社へお問合せください。

各保険会社へご連絡をいただく前に、
以下の点につきまして十分ご確認をお願いいたします。

集団扱とは・・・コープさっぽろが保険会社と保険料集金契約を結び、保険料を集金し、まとめて払い込むため、保険料が割安となる制度です。
※集団扱の適用と集団扱特約失効時の取扱い、保険契約者等の範囲について、詳しくはコープさっぽろまでお問い合せください。

共栄火災海上保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

ご 契 約 に あ た っ て

このチラシをご覧になり、各保険会社および取扱代理店にお電話をいただきました方の個人情報につきましては、生活協同組合コープさっぽろ、コープ
協同保険株式会社（コープ保険センター）の取り扱う保険の商品、各種サービスのご提供、ご案内に利用させていただくことがあります。

個 人 情 報 の お 取 り 扱 い に つ い て

※この保険は損害保険であり共済ではありません。

ご希望の保険会社をお選びいただけます



無料見積もりを。

ご希望の保険会社お問い合わせ先までお電話をください。

自動車
保険証券 車検証 運転免許証

（主に運転される方）

組合員番号
8ケタ

●ご加入手続き時に保険料のご用意は不要です。保険料のお支払いは補償開始月の2か月後にコープさっぽろにご登録いただく口座より引き落としとなります。
（別途、保険事業部よりご案内させていただきます。また、ご契約いただいた時期により2か月後のご請求が間に合わない場合も別途ご案内させていただきます。）

●お見積りの際は、それぞれの保険会社へのご連絡をお願いします。カスタマーセンター、アシストセンターは代理店との業務分担を行っており保険のご案
内・お手続きについては、各保険会社のカスタマーセンター、アシストセンターで行っています。
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※ご契約の場合は、生活協同組合コープさっぽろの組合員ご本人様か配偶者の方からご連絡をお願いします。

STEP

2

下記 をお手元にご用意ください。
STEP

1

23-2240 2024年2月作成

コープさっぽろがおすすめする

賠償に関する補償
他人にケガをさせてしまった…
他人の物を壊してしまった…

ご自身・乗車中の方の補償
ケガの治療費が…

入院が長引くとお金がかかる…

万が一の事故や故障の時も
頼れるロードサービス

助っ人くん 　共栄火災
ロードアシスト 東京海上日動
ロードアシスタンスサービスあいおいニッセイ同和

24時間365日対応

自動車保険が選ばれています！

現在ご契約の
自動車保険・共済で適用されている

ノンフリート等級
は継承されます。割増 割引

※一部継承されない共済がございますので、お問い合わせください。

※集団扱契約の分割保険料は、割増なしで分割払いにできますので一般のご契約とくらべておトクです。

※現在の契約内容によって、お引き受けできない場合もございます。

ご家族のお車も適用OK

●所有・使用されているお車のご契約台数が９台以下の個人のお客様が対象となります。

●本保険の対象車種は自家用８車種です。自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車、自家用（小型・軽四輪）貨物車、自家用普通貨物車（最大
積載量0.5トン以下・最大積載量0.5トン超２トン以下）および特種用途自動車（キャンピング車）に該当する自動車をいいます。ご契約の対象

となる自動車

1 2 3 4

お見積もりは
満期月の
3か月前より
可能となります

まずは

専門スタッフがお電話で
詳しい内容をご説明させて
いただきます。

コープさっぽろが
おすすめする

集団扱自動車保険

コープさっぽろが保険会社と保険料集金契約を結び、保険料を集金し、まとめて
払い込むことにより、組合員のみなさまに対してメリットを提供できる制度です。集団扱とは・・・

組合員さんと
同居のご家族の

お車も

組合員さんの
配偶者のお車も

組合員さんの
お車も

5％お得約

集団扱&一時払で
一般契約に比べて

保険料が
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